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◆
第
１
期
分
の
納
期
の
変
更

平
成
15
〜
17
年
度
に
つ
い
て
第

１
期
の
納
期
を
５
月
１
日
〜
31
日

に
変
更
し
ま
し
た
。

◆
土
地
に
か
か
る
税
負
担
の
調
整

◇
宅
地

平
成
15
年
度
評
価
替
え
に
と
も

な
い
、
負
担
水
準
の
高
い
宅
地
の

税
負
担
を
抑
制
し
つ
つ
、
負
担
水

準
の
均
衡
化
を
促
進
す
る
措
置
と

著
し
い
地
価
下
落
に
対
応
し
た
税

負
担
の
据
置
き
措
置
を
引
き
続
き

実
施
し
ま
す
。税
額
の
引
き
下
げ
、

据
置
き
、
引
き
上
げ
を
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
（
表
２
参
照
）。

fl
税
負
担
が
下
が
る
土
地
　
商

業
地
な
ど
で
負
担
水
準
が
０
・
70

を
超
え
る
土
地
は
、
負
担
水
準
を

０
・
70
と
し
た
場
合
の
税
額
ま
で

引
き
下
げ
ま
す
。

‡
税
負
担
が
据
置
き
と
な
る
土

地
　
（
ア
）
負
担
水
準
が
商
業
地

な
ど
で
０
・
60
以
上
０
・
70
以

下
、
住
宅
用
地
で
は
０
・
80
以
上

の
土
地
。
（
イ
）
価
格
下
落
率
が

15
％
以
上
で
、
か
つ
負
担
水
準
が

商
業
地
な
ど
で
０
・
45
、
一
般
住

宅
用
地
で
０
・
50
、
小
規
模
住
宅

用
地
で
０
・
55
以
上
の
土
地
。

·
税
負
担
が
上
が
る
土
地
　
負

担
水
準
が
商
業
地
な
ど
で
０
・
60

未
満
、
住
宅
用
地
で
０
・
80
未
満

の
土
地
（
‡
（
イ
）
の
土
地
を
除

く
）。

◇
市
街
化
区
域
農
地

一
般
住
宅
用
地
と
同
様
の
税
負

担
の
調
整
を
行
い
ま
す
。

◇
農
地
（
生
産
緑
地
）

現
行
ど
お
り
表
１
の
区
分
に
応

じ
て
税
負
担
が
上
昇
し
ま
す
。

◆
平
成
16
・
17
年
度
の
価
格
の
修

正
土
地
・
家
屋
の
価
格
は
原
則
と

し
て
基
準
年
度
（
平
成
15
年
度
）

の
価
格
を
三
年
間
据
え
置
き
ま
す

が
、
土
地
に
つ
い
て
は
平
成
16
・

17
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
前
年
中

に
地
価
の
下
落
が
あ
り
、
価
格
を

据
え
置
く
こ
と
が
適
当
で
な
い
と

き
は
、
簡
易
な
方
法
で
修
正
を
行

い
ま
す
。

◆
土
地
に
係
る
都
市
計
画
税
の
税

負
担
の
調
整

固
定
資
産
税
と
同
様
に
、
負
担

水
準
に
応
じ
た
負
担
調
整
措
置

（
表
２
）
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

∞
資
産
税
課
ò
内
線
２
３
６
２

今
月
は
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
第
１
期
分
と
軽
自
動
車
税
の

納
期
（
６
月
２
日
）
で
す
。
納
期

内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

市
税
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お

き
ま
す
と
、
延
滞
金
（
14
・
６
％

∧
当
該
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
カ

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に

つ
い
て
は
年
４
・
１
％
∨
）
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

も
し
、
災
害
な
ど
特
別
な
事
情

で
納
付
が
困
難
な
場
合
に
は
そ
の

ま
ま
放
置
せ
ず
、
納
税
課
（
市
役

所
２
階
Û
番
窓
口
）
ò
内
線
２
４

２
１
・
２
４
３
１
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

◆
納
税
に
は
安
心
・
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
は
金
融
機
関
ま
た
は

郵
便
局
へ
ど
う
ぞ
。
口
座
振
替
に

つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
納
税
課

ò
内
線
２
４
１
７
へ
。

◆
連
結
法
人
な
ど
の
届
出
の
新
設

新
た
に
連
結
法
人
と
な
っ
た

時
、
ま
た
は
連
結
法
人
で
な
く
な

っ
た
時
は
、
連
結
納
税
に
関
す
る

届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

∞
市
民
税
課
税
務
管
理
係
ò
内

線
２
３
５
５

平
成
15
年
度
の
軽
自
動
車
税
の

納
税
通
知
書
を
５
月
12
日
に
送
付

し
ま
し
た
。
納
期
限
は
６
月
２
日

Ã
で
す
。
お
早
め
に
納
税
さ
れ
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
廃
棄
・
譲
渡
・
盗
難
な

ど
の
理
由
に
よ
り
現
在
、
車
両
を

所
有
し
て
い
な
い
場
合
は
担
当
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
軽
自
動
車
の
減
免
】

次
に
該
当
す
る
軽
自
動
車
な
ど

は
、
税
金
が
減
免
さ
れ
ま
す
。
５

月
26
日
Ã
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

fl
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る

車
‡
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る

保
護
を
受
け
て
い
る
方
が
所
有
す

る
車·

車
い
す
の
昇
降
装
置
や
固
定

装
置
な
ど
を
つ
け
た
車

‚
身
体
障
害
者
や
精
神
障
害

者
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
障
害
者
と

生
計
を
同
一
に
す
る
方
が
所
有
す

る
車
で
、
こ
れ
ら
の
障
害
者
の
た

め
に
使
用
す
る
車

„
障
害
を
有
す
る
方
で
構
成
す

る
世
帯
の
方
が
所
有
す
る
車
で
、

常
時
介
護
す
る
方
が
運
転
す
る
車

※
‚
と
„
に
つ
い
て
は
、
普
通

自
動
車
を
含
め
て
ど
ち
ら
か
１
台

に
限
り
ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
障
害
の
範
囲

◇
視
覚
障
害
１
級
〜
３
級
・
４
級

の
１
　
◇
聴
覚
障
害
２
・
３
級
　

◇
平
衡
機
能
障
害
３
・
５
級
　
◇

音
声
・
言
語
機
能
障
害
３
級
（
こ

う
頭
摘
出
に
よ
る
も
の
）

◇
上

肢
不
自
由
１
・
２
級
　
◇
下
肢
不

自
由
１
級
〜
６
級
　
◇
体
幹
不
自

由
１
級
〜
３
級
・
５
級
　
◇
乳
幼

児
期
以
前
の
非
進
行
性
脳
病
変
に

よ
る
運
動
機
能
障
害
・
上
肢
機
能

１
・
２
級
、
移
動
機
能
１
級
〜
６

級
　
◇
内
臓
機
能
障
害
（
心
臓
・

じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・
ぼ
う
こ
う
・

直
腸
・
小
腸
）
１
・
３
・
４
級
　

◇
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ

る
免
疫
機
能
障
害
１
級
〜
３
級

◇
愛
の
手
帳
　
総
合
判
定
１
度
〜

３
度
（
療
養
手
帳
　
愛
の
手
帳
１

度
〜
３
度
相
当
）

◇
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

対
象
と
な
る
こ
と
を
証
明
す
る

も
の
（
身
体
障
害
者
手
帳
ほ
か
）、

納
税
通
知
書
、
車
検
証
ま
た
は
標

識
交
付
証
明
書
、
運
転
免
許
証
、

印
鑑∞

市
民
税
課
税
務
管
理
係
ò
内

線
２
３
５
５

表２ 〈負担調整率適用区分表〉

価格下落率
15％未満

価格下落率
15％以上

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3

0.2 

0.1 

0

負担水準 負担水準

据え置き

据え置き

1.025

1.05

1.075

1.10

1.15

価格下落率
15％未満

価格下落率
15％以上

1.0 

0.9 

  

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0

負担水準 負担水準

負担水準0.70 
に引下げ

据え置き

据え置き

1.025

1.05

1.075

1.10

1.15

  〔小 規 模 住 宅 用 地〕
　(一 般 住 宅 用 地)
  〔特定市街化区域農地〕

負担水準＝
平成14年度課税標準額（※）

平成15年度評価額（×特例率）

0.55 
0.50

0.45

0.55 

0.50｝ 〔商業地などの非住宅用地〕

価格下落率＝ ×100（％）
平成15年度価格
平成12年度価格

注（※）都市計画税で平成14年度減額適用土地は減額相当の課税標準額

小規模住宅用地　○…1/6・○…1/3　
一般住宅用地　○…1/3・○…2/3
特定市街化区域農地　○…1/3・○…2/3

特例率は次の場合乗じます

○は固定資産税、○は都市計画税を表します。

固

固

固 都

都

固 都

都

◆
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
の
廃

止
事
業
所
税
の
う
ち
新
増
設
に
係

る
も
の
を
廃
止
し
ま
し
た
。な
お
、

平
成
15
年
３
月
31
日
ま
で
に
完
成

し
た
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
申
告
納
付
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

∞
市
民
税
課
税
務
管
理
係
ò
内

線
２
３
５
６

市
で
は
、
平
成
16
年
度
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税
の
た

め
、
家
屋
の
現
況
調
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。
平
成
15
年
１
月
２
日
以

降
に
新
築
お
よ
び
増
改
築
さ
れ
た

家
屋
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
ご
連

絡
の
う
え
市
の
調
査
員
（
固
定
資

産
評
価
補
助
員
）
が
伺
っ
て
、
間

取
り
の
確
認
な
ど
室
内
を
見
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

な
お
、
取
り
壊
し
た
家
屋
が
あ

る
と
き
は
、
法
務
局
（
登
記
所
）

へ
の
届
出
と
と
も
に
、
調
査
員
ま

た
は
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

∞
資
産
税
課
家
屋
係
ò
内
線
２

３
６
５

表１ 農地の負担調整率
負担水準 負担調整率

0.9～

0.8～0.9

0.7～0.8

　 ～0.7

1.025

1.05

1.075

1.10

地
方
税
法
の
改
正
に
と
も
な

い
、
三
鷹
市
市
税
条
例
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
し
た
。

【
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
】

【
事
業
所
税
】

【
法
人
市
民
税
】

軽
自
動
車
税
の

納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
し
た

納
期
限
は
６
月
２
日
Ã

減
免
の
申
請
は
５
月
26
日
Ã
ま
で

■
市
税
の
納
付
は

お
済
み
で
す
か

■
家
屋
の
調
査
に
ご
協
力
を

三
鷹
市
民
の
方
な
ら
ど
な
た

で
も
、
四
市
行
政
連
絡
協
議
会

加
盟
市
（
武
蔵
野
市
・
三
鷹

市
・
小
金
井
市
・
西
東
京
市
）

の
宿
泊
施
設
を
、
年
間
を
通
じ

て
ご
利
用
で
き
ま
す
。

今
な
ら
間
に
合
う
夏
休
み
、

家
族
で
、
友
達
同
士
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
休
館
日
な
ど
、
く
わ
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

夏の旅行は安くて便利な

公共の宿泊施設で
ご利用できます¿武蔵野・小金井・西東京市の施設

◇
場
所

山
梨
県
北
巨
摩
郡
高

根
町
清
里
字
念
場
原
３
５
４
５

―
１

◇
料
金

大
人
３
千
円
（
１
泊

食
事
別
・
一
般
棟
）

▼
小
金
井
市
教
育
委
員
会
生
涯

学
習
課
窓
口
（
同
市
役
所
第
二

庁
舎
７
階
）
へ
、
施
設
使
用
料

金
・
必
要
な
ら
食
事
の
予
約

（
支
払
い
は
現
地
）
を
添
え
て

申
し
込
む
。

∞
申
込
に
つ
い
て
＝
小
金
井

市
生
涯
学
習
課
ò
042
―
387
―
９

◇
場
所

山
梨
県
富
士
吉
田
市

上
吉
田
４
５
６
５

◇
料
金

大
人
600
円
（
１
泊
食

事
別
）

▼
利
用
希
望
日
の
２
カ
月
前
の

同
日
〜
７
日
前
に
、
同
ロ
ッ
ジ

ò
０
５
５
５
―
22
―
４
４
７
１

へ
申
し
込
む
。

∞
同
ロ
ッ
ジ
ò
０
５
５
５
―

22
―
４
４
７
１
・
武
蔵
野
市
市

民
活
動
セ
ン
タ
U
ò
０
４
２
２

―
60
―
１
８
３
１

８
７
９
・
清
里
少
年
自
然
の
家

ò
０
５
５
１
―
48
―
４
６
４
９

◇
場
所

長
野
県
南
佐
久
郡
川

上
村
字
川
端
下
547
―
１
・
ò
０

２
６
７
―
99
―
２
４
０
０

◇
料
金

大
人
600
円
（
１
泊
食

事
別
）

▼
利
用
希
望
日
の
２
カ
月
前
の

同
日
〜
７
日
前
に
、
武
蔵
野
市

¬
ス
ポ
U
ツ
振
興
事
業
団
野
外

活
動
セ
ン
タ
U
ò
０
４
２
２
―

54
―
４
５
４
０
へ
申
し
込
む
。

※
利
用
で
き
る
の
は
４
月
下

旬
〜
11
月
第
１
週
で
す
。

∞
同
セ
ン
タ
U
ò
０
４
２
２

―
54
―
４
５
４
０

◇
場
所

長
野
県
南
佐
久
郡
川

上
村
大
字
原
591
―
362
・
ò
０
２

６
７
―
97
―
３
２
０
６

◇
料
金

大
人
５
千
750
円
（
１

泊
２
食
付
・
一
般
宿
泊
室
）

▼
利
用
月
の
２
カ
月
前
の
20
日

〜
使
用
日
の
３
日
前
に
市
民
課

（
市
役
所
１
階
②
番
窓
口
）
へ

申
し
込
む
。

∞
申
込
に
つ
い
て
＝
市
民
課

ò
内
線
２
３
２
３
・
施
設
案

内
＝
市
教
育
委
員
会
総
務
課
ò

内
線
３
２
１
４

◇
場
所

長
野
県
小
県
郡
真
田

町
大
字
長
字
菅
平
１
２
２
３
―

４
５
１
６

◇
料
金

大
人
４
千
900
円
（
夏

期
）、
５
千
300
円
（
冬
期
）（
１

泊
２
食
付
）

▼
利
用
希
望
日
の
１
カ
月
前
の

同
日
〜
７
日
前
に
同
施
設
ò
０

２
６
８
―
74
―
２
２
７
７
へ
申

し
込
む
。

∞
西
東
京
市
社
会
教
育
課
ò

０
４
２
４
―
64
―
１
３
１
１

◆
武
蔵
野
市
立
自
然
の
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